
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年４月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月２０日 ０９時５７分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島北東沖  

姫島灯台から真方位０４５°４,７００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４５.６′ 東経１３１°４４.２′） 

事故調査の経過  平成２２年６月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 雄
ゆう

海
かい

丸、３,４１３トン 

   １２９８０５、室町海運株式会社 

   １０４.７９ｍ×１５.５０ｍ×８.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,４２７kＷ、昭和６１年８月 

Ｂ 貨物船 金
きん

力
りき

丸、１９９トン 

   １３４７８５、個人所有 

   ５６.５４ｍ×９.４０ｍ×５.８５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１１月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   一級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２年５月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１月７日 

    免状有効期間満了日 平成２７年５月３０日 

  航海士Ａ（三等航海士） 男性 ２６歳           

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１６年１１月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１１月２８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和３８年１月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月２日 

    免状有効期間満了日 平成２３年１２月１２日 

  航海士Ｂ 男性 ４０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成６年９月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２６年９月２７日 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に亀裂を伴う凹損 

Ｂ 船首部圧壊 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか９人が乗り組み、視界制限状態となっ

た周防灘を約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵

により東進中、船橋当直中の航海士Ａが、４マイルレンジとしたレーダー

で、同航中のＢ船の映像が右舷前方から左舷前方に移動したのを認めた。 

航海士Ａは、衝突の約１分前、レーダーのエコートレイル機能により、

左舷前方のＢ船が右転を始めたのに気付き、不審に思ったので、手動操舵

に切り換えた。 

航海士Ａは、衝突の約２０～３０秒前、Ｂ船を左舷前方約１００ｍに視

認し、右舵をとってＢ船を避けようとしたが、平成２２年６月２０日０９

時５７分ごろ、Ａ船の左舷後部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、航海士Ｂ及び機関長Ｂの３人が乗り組み、視界制限状

態となった周防灘を約９～１０kn の速力で自動操舵により東進中、船橋当

直中の航海士Ｂが、１.５マイルレンジとしたレーダーで前方に反航船を認

めたので右舵をとって避けようとしたが、推薦航路線の左側を航行してい

るので後方に同航船はいないと思い、手動操舵に切り換えて右転したとこ

ろ、後方至近を同航していたＡ船と衝突した。 

 衝突後、両船とも自力で航行した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 東南東、風力 ２、視程 約２００～３００ｍ 

海象：平穏 

 その他の事項  Ａ船は、航海士Ａと甲板員１人が当直していた。 

 Ａ船は、航海灯を点灯していたが、霧中信号を行っていなかった。 

 Ｂ船は、一時的に霧が濃くなったので、船長Ｂ及び機関長Ｂが昇橋して

いた。 

 Ｂ船は、航海灯を点灯せず、霧中信号を行っていなかった。 

 Ｂ船は、姫島北方を通過する付近から、山口県上関町祝島に向けて周防

灘推薦航路線の左側を東進していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、視界制限状態の姫島北東方沖を航海灯

を表示して東進中、航海士Ａが、左舷前方を同航

中のＢ船が右転を始めたのに気付いたので、右舵

をとってＢ船を避けようとしたが、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ａ船は、霧中信号を行わず、かつ安全な速力に

減じないで航行していたものと考えられる。  

 Ｂ船は、視界制限状態の姫島北東沖を東進中、

航海士Ｂが、レーダーで前方に認めた反航船を避

けようとした際、推薦航路線の左側を航行してい

るので後方に同航船はいないと思い込み、右舷後

方を確認しないで右転したことから、Ａ船と衝突
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  したものと考えられる。 

 Ｂ船は、航海灯を表示せず、霧中信号を行わ

ず、かつ安全な速力に減じないで航行していたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、霧のため視界制限状態の姫島北東沖において、Ａ船及びＢ船

が共に東進中、航海士Ｂが、レーダーで前方に認めた反航船を避けようと

した際、推薦航路線の左側を航行しているので後方に同航船はいないと思

い込み、右舷後方を確認しないで右転したため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 




